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残りの定期代は返してもらえる？

中小企業の「人」に関する疑問に答える
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　国立社会保障・人口問題研究所が公表した『日本の将来推計人口（令和5年
推計）』によると、将来の合計特殊出生率について、2017年の前回推計では
1.44（2065年）でしたが、今回は1.36（2070年）に低下しました。これは、新
型コロナ禍以前からの出生率の低下が大きく影響したものと見られています。
一方、平均寿命はわずかに伸び、外国人の入国超過数は増加する見通しです。
　また、2020年の総人口は約1億2,615万人でしたが、2070年には約
8,700万人に減少。総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）は、
2020年の 28.6%から2070年には38.7%に上昇するとの推計が出ました。
50年後の推計とはいえ、日本経済に深刻な影響を及ぼすことは間違いありま
せん。企業においては人口減少を踏まえた戦略を検討する必要があります。
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　事業主は一人でも労働者を使用したら、労災保
険に加入する義務があります。労災保険（労働者災
害補償保険）は、従業員が業務上や通勤中に傷病等
となった場合に、労災保険による給付が行われます。
ただし、従業員の傷病等がすべて労災に認定される
わけではありません。労災は業務に起因する業務災
害と、通勤中の通勤災害に分かれており、それぞれ
に認定基準が定められています。ここでは、業務災
害と認定される基準について説明します。
　業務災害と認定されるためには、2つの条件があ
り、従業員が事業主の支配下にあること、支配下に
あったこととその負傷等との間に因果関係がある
ことです。たとえば、工場で機械に巻き込まれて怪
我をした場合や、飲食店で調理中に火傷をした場合
などは、勤務中の傷病なので、事業主の支配・管理
下にあるといえます。このようなケースでは特別な
事情がない限り、業務災害に該当する可能性が高く
なります。ただし、故意に事故を起こしたことによる
傷病や、業務とは関係のない作業が原因の傷病、自
然災害で負った傷病（災害を被りやすい業務の事業
は除く）などは、業務災害と認められません。
　また、事業主の支配・管理下にあれば、業務に従
事していなくても、業務災害と認められることがあ
ります。たとえばトイレ休憩の時間、用具や設備の
後片付けの時間などは、業務に付随する行為であり、
事業主の支配・管理下にあるとみなされます。よっ
て、このときに起きた事故などに起因する傷病は、
業務災害と認められます。さらに、休憩時間なども
業務の時間ではありませんが、私的な作業や故意
の事故で負った傷病ではない限り、業務災害と認め
られる可能性は高いでしょう。

３分で分かる労働法講座

無断で休日出勤した従業員がケガ！
これって労災に認定される？ されない？

業務に従事していない場合でも
業務災害が認められる可能性

従業員の自己判断による
休日出勤にも要注意

労働災害（労災）とは、業務上の事由または通勤によって負傷、疾病、傷害または死亡（以下、傷病等）
となることを指します。事業者には労災を防止する義務があり、労災が起きた場合には、
その責任を問われることがあります。では、長期休暇中の従業員が無断出社して怪我をした場合、
事業者に責任はあるのでしょうか。労働災害が認められる範囲について解説します。

　従業員が外回りや出張などで事業主の管理下を
離れている場合でも、会社や上司から命令を受け
て業務に従事しているため、一般的には事業主の支
配下にあるといえます。つまり、外回り中や出張中
の傷病でも、特別な事情がない限りは、通常の事業
所などと同様に業務災害として扱われます。
　では、たとえば長期休暇中の従業員が、無断で出
社して怪我をした場合はどうなるのでしょうか。この
ケースでも、事業主の支配下にあるか否かで判断
することができます。無断で出社しているというこ
とは、会社や上司の命令を受けずに、自己判断で業
務に赴いたことになります。これは事業主の支配下
にあるとはいえず、このときに起きた事故などによ
る傷病は、業務に起因するものだったとしても業務
災害とは認められません。
　ただし、事業主の支配下になかったのかどうかは、
実際の状況をふまえて個別に判断する必要があり
ます。長期休暇中の従業員が無断で出社している
ことを、本当に会社や上司が知らなければ、事業主
の支配下になかったといえるかもしれません。しか
し、暗黙の了解になっていたり、黙認されていたりし
た場合などは、事業主の支配下にあると判断されて
業務災害が認められる可能性もあります。休日出勤
の場合でも、会社の指示のもとなのか、自己判断な
のかなどによって結果は異なります。
　休暇中の従業員が無断で出社することは、会社
にとってリスクでしかありません。予防労務の観点
からは、出社をさせない、出社しても社内に入れな
いようなセキュリティ対策も重要です。無断で出社
する従業員がいたら、状況をよく確認したうえで、就
業規則に沿い適切な対応を行いましょう。



https://www.mhlw.go.jp/content/001082093.pdf
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現場に身近な労務 Q&A

定期券使用期間の途中で退職！
残りの定期代は返してもらえる？

　交通費の支給に関しては、「通勤交通費を支給す
るか」「支給方法はどうするか」「退職時の精算はど
うするか」など、就業規則で定めることにより、その
扱いが明確になります。逆にいうと、明確な定めが
ないままに支給をしていると、企業の思惑通りにい
かないこともあるため注意が必要です。
　企業としては、6カ月分の定期券代を支給したに
もかかわらず４カ月間で退職するのであれば、２カ
月分は払い戻し、その分を返金してほしいと思うの
が当然といえます。しかし、必ずしもそうしてもらえ
るとは限りません。

交通費の取扱いに関しては
就業規則での定め方次第

就業規則に定めていない場合は
従業員とよく話し合おう

交通費の支給は多くの企業に導入されていますが、その取扱いについ
て明確に定めている企業は多くありません。そもそも交通費の支給は
法律的な義務ではなく、支給方法も法的な定めはありません。すでに支
払っている交通費の適用外分を返還できるかどうかは、途中退職時の
交通費の精算方法について就業規則に定めているか否かによります。

結論

わが社では、従業員から通勤用の定期代を申請してもらい、その金額を支払う形で
交通費を支給しています。しかし、いつも6カ月ごとに定期券を購入している従業員が、
期間途中の4カ月目で退職することになりました。
このような場合、残り2カ月分の交通費の返還を求めることはできるのでしょうか？

　同様に、たとえば１カ月分の定期代を支給し、勤
務日数１日のみで退職することになった場合でも、
就業規則に定めがなければ1カ月分の定期代を満
額支給することになるかもしれません。この場合、
残りの交通費の返金に応じてもらえるかは、その従
業員との話し合い次第となります。
　交通費は、実費を支給したり、定期券を支給した
りと支給方法もいくつかあり、退職時や在宅勤務時、
有給取得時の交通費など、扱いに迷うことの多い手
当といえます。自社の規則に明確な定めがあるかど
うか、一度確認してみるとよいでしょう。
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